
 

         
         
  

西尾市にお住いの方へ 西尾市民間木造住宅耐震改修費補助事業 
   

  

木造住宅を 除却される方は 

事前に申請すると 

最大２０万円もらえます 
 

  

  
目的 

木造住宅の最低限の安全性の確保を図るため、旧基準木造住宅について耐震化・減災化を促進

する事業を実施する方に対して、補助するためです。 

  

  

対象 

住宅 

昭和５６年５月３１日以前に着工された在来軸組構法及び伝統構法の一戸建ての住宅、長屋、 

共同住宅 又は 併用住宅（住宅部分が全体の２分の１以上のものに限る。） 

  

  以下のいずれかに該当すること。 

① 容易な耐震診断調査票 で 倒壊の危険性がある と判断された住宅 

② 西尾市が実施する 無料の耐震診断※ の判定値が 1.0 未満の住宅 

※ 令和６年度から、住宅除却を目的とした無料耐震診断は、受け付けていません。 

  

  

対象 

工事 

 

対象住宅を 除却※
 する工事（車庫や倉庫など、居住しない建物は対象外です。） 

※ 原則、住宅１棟全てを除却する必要がありますが、母屋と横屋が渡り廊下でつながっている

場合等、構造的に別棟の場合は残せます。詳しくは建築課にご相談ください。 

注）１つの敷地で受けられる耐震改修費補助は、１回限りです。 

住宅除却の補助額が 20 万円未満の場合に、後日、残額の補助を受けることはできません。 

道路沿いの危険なブロック塀の撤去補助は、一緒に受けることができます。 

  

  

 

   
     

  

補助 

の額 

除却工事費の 23% の額で、最大 20 万円※
（千円未満切捨て） 

※ 補助額が 20 万円になるのは、除却工事費が 87 万円以上の工事です。 

敷地内の複数棟の対象住宅をまとめて除却する場合は、除却工事費を合算して算出できます。 

  

         
  

お問い合せ先 ☎ 0563-65-2381 西尾市 都市整備部 建築課 
  

         
         

注意！ 交付決定前に工事着手
してはいけません 

書面での契約が必要です 

令和７年度版 

⑦住宅除却 



 

旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票 
西尾市用   

調査日時 令和   年   月   日     時 
住宅の現地調査を行った方の氏名

と調査日時を記入してください。 
調査者氏名  

Ⅰ）建築物の概要 

１建築物の所有者  

２建築物所在地 西尾市 

３階数 □平家建て □２階建て 該当する項目にチェックしてください。 

４面積 平方メートル   固定資産税課税明細書で確認してください。 

Ⅱ）前提条件の確認 全て該当する必要があります。 

１構造・用途 
□ 木造（在来軸組構法及び伝統構法）の住宅であること 
 居住部分が確認できる写真を添付してください。 

２建築年月日 □ 昭和 56年 5月 31日以前に新築の工事に着手した （固定資産税課税明細書で確認） 

Ⅲ）一見して倒壊の危険性があると判断できる項目 

１つでも該当した場合は、倒壊の危険性があるため、住宅除却補助の対象です。状況が確認できる写真を添付してください。 

建 物 全 体  
□ 全体又は一部に崩壊がある 

□ 全体又は一部に傾斜や変形がある 

地盤・基礎 

□ 地盤沈下が生じている 

□ 基礎がコンクリート以外（玉石、石積み、ブロック等）である 

□ 基礎がコンクリートであり、ひび割れや欠損が見られる 

老朽・腐朽 

□ 柱、梁、壁、土台等の構造部に白蟻の被害がある 

□ 柱、梁、壁、土台等の構造部に腐朽がみられる 

□ 柱、梁、壁、土台等の構造部に損傷や欠損がみられる 

Ⅳ）壁の割合 

一見して倒壊の危険性があると判断できない場合でも、壁の割合が 0.8 未満である場合は、倒壊の

危険性があると判断できます。建物の図面を用意して、市役所建築課にご相談ください。 

お問い合せ先 ☎ 0563-65-2381 西尾市都市整備部建築課 西尾市寄住町下田 22（西尾市役所２階） 

建築課記入欄 

※記入しないでください 

倒壊の危険性 確認年月日 担当者 

□有り  □無し 令和  年  月  日  

 
 


